
船舶事故調査報告書 

令和４年１２月２１日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（１件目の事故） 

衝突（２件目の事故） 

発生日時 令和４年６月５日 １４時２６分ごろ（１件目の事故） 

令和４年６月５日 １４時３０分ごろ（２件目の事故） 

発生場所 神奈川県平塚市馬入橋北側（相模川） 

（１件目の事故） 

神奈川県茅ヶ崎市今宿水準点から真方位２８７°９６０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２０.０′ 東経１３９°２２.７′） 

（２件目の事故） 

神奈川県茅ヶ崎市今宿水準点から真方位２８７°９６０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°２０.０′ 東経１３９°２２.７′） 

事故の概要 （１件目の事故） 

水上オートバイZERO
ゼ ロ

は、北進中、また、水上オートバイ U
ユー

. M
エム

. E
イー

. 

S J
エスジェイ

は、南進中、両船が衝突した。 

（２件目の事故） 

水上オートバイ U
ユー

. M
エム

. E
イー

. E X R
イーエックスアール

は、西進中、水上オートバイ

ZERO と衝突した。 

事故調査の経過 令和４年６月７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ ZERO、０.２トン 

２７０－４９５８４静岡、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ U.M.E. SJ、０.１トン 

２３０－５７６１２群馬、株式会社 U.M.E. 

Ｃ 水上オートバイ U.M.E. EXR、０.１トン 

２３０－５７５４０群馬、株式会社 U.M.E. 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

Ｃ 船長Ｃ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 （１件目の事故） 

Ａ 左舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 船首部外板に割損 

（２件目の事故） 

Ａ 右舷船首部外板に割損 

Ｃ 船首船底部に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 ２、視界 良好 



水象：川面 平穏 

 事故の経過 （１件目の事故） 

Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、平塚市所在のマリーナを出航

し、相模川を河口に向かって南進したのち反転し、帰航の目的で約 

６０km/h の速力（対地速力、以下同じ。）で北進中、船長Ａが、船首

方約１００ｍにＢ船を認め、減速して右舵を取ったものの、左舷船首

部とＢ船の船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、茅ヶ崎市所在のマリーナ（以下

「本件マリーナ」という。）を出航し、本件マリーナ西方の相模川を

遊走したのち約３０km/h の速力で河口に向かって南進中、船長Ｂが、

船首方約１００ｍにＡ船を認め、減速して右舵を取ったものの、船首

部とＡ船の左舷船首部とが衝突した。 

船長Ａは、本事故当日、友人から初めてＡ船を借用し、Ａ船の操船

に慣れていなかった。 

船長Ｂは、本事故当日、船長Ｃから初めて１人乗りのＢ船を借用

し、バランスを取りながら操船するのに苦慮し、右舵を取ってＡ船を

回避するのが遅れたと思っていた。 

（２件目の事故） 

 Ａ船は、Ｂ船と衝突後、船長Ａが下船して船長Ｂと話そうとして、

その場で漂泊していたところ、右舷船首部と西進してきたＣ船の船首

船底部とが衝突した。 

Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、Ａ船とＢ船が衝突して船長Ｂが

落水するのを本件マリーナから目撃し、船長Ｂを救助する目的で本件

マリーナを出航し、西進して船長Ｂに近づいて減速したものの、船首

船底部と、漂泊していたＡ船の右舷船首部とが衝突した。 

船長Ｃは、船長Ｂを急いで救助しようとＣ船の速力を上げたので、

Ａ船の手前で停船できず、Ａ船に衝突してしまったと思っていた。 

船長Ａ、船長Ｂ及び船長Ｃは、全員が救命胴衣を着用していた。 

神奈川県は、「平塚」海・川・浜のルールブックを策定し、相模川

における水上オートバイ航行について遵守事項を定めており、本事故

発生場所は、小舟への接近走行禁止場所であった。 

本事故発生時、Ａ船、Ｂ船及びＣ船以外の船舶は、本事故発生場所

付近を航行していなかった。 

分析 （１件目の事故） 

Ａ船は、相模川を北進中、船長Ａが、Ａ船に初めて乗船して不慣れ

な状態で操船していたことから、船首方にＢ船を認めた際、右舵を取

って避航しようとしたが間に合わず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、相模川を南進中、船長Ｂが、Ｂ船に初めて乗船し、バラン

スを取りながら操船するのに苦慮した状態で操船していたことから、



 

船首方にＡ船を認めた際、右舵を取って避航するのが遅れ、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

（２件目の事故） 

Ｃ船は、西進中、船長Ｃが、相模川に落水した船長Ｂを急いで救助

しようと速力を上げて航行したことから、漂泊中のＡ船の手前で停船

できず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因 （１件目の事故） 

本事故は、Ａ船が北進中、船長Ａが、Ａ船に初めて乗船して不慣れ

な状態で操船し、また、Ｂ船が南進中、船長Ｂが、Ｂ船に初めて乗船

し、バランスを取りながら操船するのに苦慮した状態で操船していた

ため、船長Ａ及び船長Ｂそれぞれが右舵を取って避航するのが遅れ、

Ａ船とＢ船とが衝突したものと考えられる。 

（２件目の事故） 

本事故は、Ｃ船が西進中、船長Ｃが落水した船長Ｂを急いで救助し

ようと速力を上げて航行したため、漂泊中のＡ船の手前で停船でき

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・水上オートバイの船長は、不慣れで操船が難しい場合、速力を上

げず、安全を確認しながら航行し、他船を認めた場合は安全な距

離で避航すること。 

・水上オートバイの船長は、緊急を要する場合でも、近くに船舶が

存在する場合、速力を上げずに安全な速力で航行すること。 


